
1 

 

第109回新生ふくしま復興推進本部会議 

第24回福島ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ･ｺｰｽﾄ構想推進本部会議 合同会議 議事録 

 

■ 日時：令和３年１２月２７日（金）１１：１７～１１：２５ 

■ 場所：危機管理センター災害対策本部会議室（北庁舎２階） 

 

【鈴木副知事】 

ただ今から、新生ふくしま復興推進本部会議、福島イノベーション・コース

ト構想推進本部会議の合同会議を開催いたします。 

 早速、議題「福島県再生可能エネルギー推進ビジョン２０２１（案）」につ

いて、企画調整部長。 

 

【企画調整部長】 

 資料１－１により、御説明いたします。 

まず、資料左上「第１ 復興理念」を御覧ください。新たな総合計画におい

ては、「原子力に依存しない安全・安心で持続的に発展可能な社会づくり」と

いう復興ビジョンの基本理念を継承し、「再生可能エネルギー先駆けの地の実

現」を政策分野別の主要施策として位置付けており、「再生可能エネルギー推

進ビジョン」はこの個別計画となります。 

再生可能エネルギー施策に係る新たな基本方針として、有識者の御意見等を

踏まえ「福島県再生可能エネルギー推進ビジョン２０２１」を策定しましたの

で、この場で決定していただきたいと考えております。 

なお、本ビジョンの推進期間は、今年度から２０３０年度までの１０年間と

なっております。 

「第２ 基本方針」を御覧ください。 

現行ビジョンでは、「再エネの導入拡大」と「再エネ関連産業の育成・集積」

の取組を２つの柱として推進してまいりました。その間の情勢の変化や、新た

な課題等を踏まえ、本ビジョンにおいては、新たに「持続可能なエネルギー社

会の構築」と「水素社会の実現」の２つの柱を追加し、４つの取組を柱として

推進してまいります。 

「第３ 再エネ導入目標」を御覧ください。 

２０４０年度頃を目途に県内エネルギー需要の１００％に相当するエネルギ

ーを再生可能エネルギーから生み出す、いわゆる２０４０年再エネ１００％の
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目標について、本ビジョンにおいても維持していまいります。その上で、この

目標を着実に達成するため、現行ビジョンで約６０％としていた２０３０年度

の中間目標を、約７０％に引き上げました。また、新たに、電力消費量に対す

る再エネ導入量、水素ステーションの整備基数を指標として設定しております。 

資料右側「第４から第７」でございますが、「導入拡大」、「関連産業の育

成・集積」、「持続可能なエネルギー社会の構築」、「水素社会の実現」４つ

の柱毎に主な取組を記載しております。 

最後に、資料１－２のビジョン本文では、より多くの皆様が、再エネについ

て理解を深め、より身近なものとして広く活用していただくため、その仕組み

や特徴はもとより再エネ全般を取り巻く動向等について、できる限り幅広い視

点で内容の充実を図ったほか、随所にコラムを設けるなど、分かりやすく解説

することに努めております。 

 

【鈴木副知事】 

 今の説明について、何かありますか。なければ、原案のとおり決定すること

といたします。 

 知事からお願いします。 

 

【知事】 

 再生可能エネルギーの導入推進は本県復興の大きな柱であるとともに、２０

５０年カーボンニュートラルの実現のためにも重要な取組です。再生可能エネ

ルギー先駆けの地の実現を目指し、再生可能エネルギーの更なる導入拡大と水

素社会の実現、関連産業の育成・集積など、本県復興に向けた先駆的なチャレ

ンジを国、市町村、県内外の企業等と連携して進めていく必要があります。 

引き続き、各部局における取組を進化させ、密接な連携の下で、積極的に取

り組んでいきましょう。 

 

【鈴木副知事】 

次に、報告事項の一つ目「令和４年度政府予算案等」、二つ目「復興・再生

のあゆみ」について、企画調整部長。 

 

【企画調整部長】 

本県からの提案・要望に対する令和４年度政府予算案、先日成立いたしまし

た令和３年度補正予算への反映状況について、御報告いたします。 
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政府予算対策については、今年度も感染防止対策を徹底しながら、国に対し、

あらゆる機会を捉え、知事を先頭に、本県の実情を丁寧に説明してまいりまし

た。 

資料２－１を御覧ください。 

まず、重点要望３項目の一つ目、ＡＬＰＳ処理水の処分に係る責任ある対応

については、風評対策や事業者支援などの関連予算が盛り込まれました。また、

８月の概算要求で事項要求とされた、二つ目の国際教育研究拠点の実現につい

ては、先行プロジェクトや施設整備に係る調査等の経費、三つ目の特定復興再

生拠点区域外への対応については、帰還意向の調査等の経費が計上されました。 

そのほか、避難地域の復興・再生、避難者等の生活再建、風評払拭・風化防

止対策の強化などに必要な予算も引き続き確保されるなど、本県の要望を踏ま

えた対応が図られました。右の欄に主な活用を掲げています。補正予算も有効

に活用し、令和４年度も切れ目なく福島県全体の復興・創生を進めてまいりま

す。 

資料２－２を御覧ください。福島イノベーション・コースト構想関連予算に

ついて主なものをまとめたものです。 

引き続き、国や市町村、関係機関等と連携しながら、福島イノベーション・

コースト構想を推進し、浜通り地域等の復興、そして、福島の復興・創生につ

なげられるようしっかりと取り組んでまいります。 

続いて、資料３－１横版の「復興・再生のあゆみ」です。今年８月に発行し

た第５版を更新し、第６版としました。 

なお、本資料の基礎資料となる資料３－２の「ふくしま復興のあゆみ」も併

せて時点修正し、公表いたします。 

 

【鈴木副知事】 

他に何かありますか。 

なければ、知事からお願いします。 

 

【知事】 

今月２０日に成立した令和３年度補正予算、そして、２４日に閣議決定され

た令和４年度政府予算案については、岸田総理大臣、西銘復興大臣を始め、各

省庁に福島県の実情を踏まえた対応をしていただきました。これは、各部局長

それぞれの立場でリーダーシップを発揮し、全庁一丸となって、予算確保に向

けて取り組んだ結果であります。 

国に対し、福島県が重点的に要望した３項目、ＡＬＰＳ処理水の処分に伴う
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対策、国際教育研究拠点、特定復興再生拠点区域外については、一定の進展を

見たものの、まだ予断を許さない状況にあります。引き続き国に対し、責任あ

る対応を求めてまいります。 

震災と原発事故以降継続をしている課題に加え、復興のステージが進むにつ

れて新たな課題にも直面するなど、本県の復興はいまだ途上にあります。 

引き続き、現場主義の意識を強く持ち、県民の皆さんに復興を実感していた

だけるよう、直面する様々な課題に、一つ一つ着実に取り組んでいきましょう。 

 

【鈴木副知事】 

以上で、合同会議を終了します。 


